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憲
法
九
条

日
本
国
憲
法　

第
二
章　

戦
争
の
放
棄

第
九
条　

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争

と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放

棄
す
る
。

②　

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ

れ
を
認
め
な
い
。
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○
本
書
で
論
じ
る
主
要
人
物
の
略
歴

昭
和
天
皇　

第
一
二
四
代
天
皇
。
御
名
裕
仁
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
四
月
二
九
日
東
京
の
東
宮
御
所
で
御
誕
生
。
二
一
（
大
正
一

〇
）
年
半
年
間
の
訪
欧
後
父
帝
の
摂
政
に
御
就
任
。
二
六
年
一
二
月
御
践
祚
、
改
元
。
二
八
年
一
一
月
御
即
位
。
軍
部
の
台
頭
と

日
中
戦
争
の
拡
大
に
憂
慮
さ
れ
つ
つ
も
四
一
年
十
二
月
米
英
両
国
に
対
す
る
宣
戦
詔
書
を
御
渙
発
。
四
五
年
八
月
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

受
諾
を
御
聖
断
。
四
六
年
三
月
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
を
御
聴
許
、
新
憲
法
に
お
い
て
御
自
身
が
日
本
国
と
日
本
国
民
統
合
の

象
徴
に
な
ら
れ
る
こ
と
を
御
決
断
さ
れ
る
。
翌
四
七
年
五
月
の
日
本
国
憲
法
施
行
後
は
国
事
に
精
励
さ
れ
る
か
た
わ
ら
生
物
学
の

研
究
を
深
め
ら
れ
た
。
八
九
（
昭
和
六
四
）
年
一
月
七
日
崩
御
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー　

M
acA

rthur, D
ouglas　

米
国
軍
元
帥
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
。
一
八
八
〇
年
、
米
国
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
リ
ト
ル

ロ
ッ
ク
に
生
ま
れ
る
。
陸
軍
士
官
学
校
卒
。
第
一
次
世
界
大
戦
に
州
兵
師
団
を
指
揮
。
陸
士
校
長
の
後
、
参
謀
総
長
就
任
。
三
五

年
軍
事
顧
問
と
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
赴
任
。
四
一
年
フ
ィ
リ
ピ
ン
米
軍
司
令
官
、
大
将
。
四
二
年
、
マ
ニ
ラ
陥
落
と
共
に
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
に
逃
れ
、
米
英
豪
蘭
連
合
軍
総
司
令
官
に
就
任
し
、
対
日
反
攻
作
戦
を
指
揮
。
四
四
年
元
帥
。
四
五
年
よ
り
連
合
国
軍

最
高
司
令
官
と
し
て
日
本
の
占
領
政
策
を
指
揮
。
五
一
年
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
か
ら
最
高
司
令
官
を
解
任
さ
れ
帰
国
。
共
和
党
大

統
領
候
補
と
な
る
も
指
名
投
票
で
敗
れ
た
。
一
九
六
四
年
逝
去
。

幣
原
喜
重
郎　

第
四
四
代
内
閣
総
理
大
臣
。
第
四
十
代
衆
議
院
議
長
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
大
阪
府
北
河
内
郡
門
眞
村
大
字
門
眞

（
現
、
大
阪
府
門
真
市
一
番
町
）
生
ま
れ
。
大
阪
中
学
校
、
第
三
高
等
中
学
校
、
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
卒
。
九
六
年
外
務
省
入

省
。
一
九
一
九
年
駐
米
大
使
。
二
一
年
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
全
権
委
員
と
し
て
参
列
。
二
四
年
以
降
三
一
年
ま
で
外
務
大
臣
を
五

度
務
め
る
。
四
五
年
十
月
、
内
閣
総
理
大
臣
就
任
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
交
渉
し
つ
つ
戦
後
改
革
と
憲
法
改
正
に
尽
力
。
四
六
年
四

月
内
閣
総
辞
職
、
翌
月
吉
田
内
閣
に
国
務
大
臣
と
し
て
入
閣
。
四
七
年
衆
議
院
議
員
に
当
選
、
四
九
年
衆
議
院
議
長
。
五
一
年
議

長
職
の
ま
ま
急
逝
。
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は
じ
め
に

近
現
代
日
本
史
の
最
大
の
謎
の
一
つ
が
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
の
発
案
者
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。

憲
法
九
条
は
、
戦
争
の
放
棄
と
戦
力
の
不
保
持
、
国
の
交
戦
権
の
否
認
と
い
う
、
そ
の
当
時
ど
の
国
の
憲
法

に
も
謳
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
条
文
で
あ
っ
た
。

こ
の
条
文
が
ど
う
し
て
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

ま
ず
は
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
成
立
の
経
緯
を
概
説
し
よ
う
。

今
か
ら
七
二
年
前
、
今
年
と
同
じ
戌
年
だ
っ
た
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
の
二
月
一
日
。
前
年
八
月
の
太

平
洋
戦
争
の
降
伏
に
よ
っ
て
連
合
国
の
占
領
下
に
あ
っ
た
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、
時
の
幣し
で

原は
ら

喜
重
郎
内
閣
が
設

置
し
た
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
（
委
員
長
・
松
本
烝
治
国
務
大
臣
）
が
起
草
し
た
憲
法
改
正
試
案
の
一
つ
（「
憲

法
問
題
調
査
委
員
会
試
案
」）
を
毎
日
新
聞
が
ス
ク
ー
プ
し
た
。

そ
の
試
案
は
、
新
聞
上
で
も
「
あ
ま
り
に
保
守
的
、
現
状
維
持
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
」（「
毎
日
新
聞
」、
同

年
二
月
二
日
）
と
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
戦
争
放
棄
を
定
め
る
条
文
な
ど
一
切
無
い
、
大
日
本
帝
国
憲
法
（
以
下
、
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帝
国
憲
法
）
と
代
り
映
え
が
し
な
い
も
の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
翌
月
の
三
月
六
日
、
政
府
は
突
如
と
し
て
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
を
発
表
、
そ
れ
が
翌
七
日

の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
は
、
現
行
の
日
本
国
憲
法
の
草
案
と
な
っ
た
も
の
で
あ

り
、
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
の
改
正
試
案
と
は
全
く
異
な
る
思
い
切
っ
た
改
革
案
だ
っ
た
。
草
案
に
盛
り
込
ま
れ

た
憲
法
の
基
本
原
理
の
中
で
特
に
国
民
が
驚
い
た
の
は
、
象
徴
と
し
て
の
天
皇
、
国
民
主
権
、
基
本
的
人
権
の
尊

重
、
そ
し
て
戦
争
の
放
棄
だ
っ
た
。

国
民
の
中
に
は
、
意
外
の
感
を
抱
く
者
や
内
容
に
懸
念
を
感
じ
る
者
も
い
た
が
、
圧
倒
的
多
数
の
国
民
は
、

こ
の
新
し
い
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
を
歓
迎
し
た
。

日
本
の
占
領
政
策
を
進
め
て
い
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）
の
ト
ッ
プ
で

あ
る
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
直
ち
に
「
予
が
全
面
的
に
承
認
す
る
新
し
い
進
歩
せ

る
憲
法
を
日
本
国
民
に
提
示
せ
ん
と
す
る
天
皇
な
ら
び
に
日
本
国
政
府
の
決
定
に
つ
い
て
本
日
発
表
し
得
る
事
に

深
く
満
足
し
て
い
る
」
と
い
う
声
明
を
発
表
す
る
。

そ
の
た
め
に
世
の
人
々
は
、
わ
ず
か
一
个
月
の
間
に
ど
う
し
て
、
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
が
作
成
し
た
保
守

的
な
草
案
が
葬
り
去
ら
れ
た
の
か
、
三
月
六
日
の
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
は
い
っ
た
い
誰
が
作
っ
た
も
の
か
、

そ
の
真
相
を
知
り
た
が
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
一
切
秘
密
に
伏
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
新
し
い
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
は
、
帝
国
議
会
で
審
議
さ
れ
て
幾
つ
か
の
点
が
修
正
可
決
さ
れ
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た
上
、
枢
密
顧
問
（
帝
国
憲
法
下
で
の
天
皇
の
政
務
上
の
最
高
顧
問
官
）
の
諮
詢
を
得
て
帝
国
憲
法
の
改
正
案
と

し
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
を
昭
和
天
皇
が
裁
可
さ
れ
て
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
十
一
月
三
日
、
日
本
国
憲
法

と
し
て
公
布
さ
れ
、
翌
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
五
月
三
日
に
施
行
さ
れ
た
。

そ
の
後
の
経
緯
を
述
べ
よ
う
。

新
憲
法
施
行
の
二
年
後
の
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
一
一
月
、
米
国
国
務
省
が
「
対
日
講
和
条
約
に
つ
い

て
検
討
中
」
と
言
明
し
、
占
領
下
の
日
本
国
内
で
講
和
論
争
が
巻
き
起
こ
る
。

同
年
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日
本
占
領
の
初
期
三
年
間
に
関
す
る
報
告
書
「
日
本
政
治
の

再
編
成　

一
九
四
五
年
九
月
～
一
九
四
八
年
九
月
（ Political Reorientation of Japan -Septem

ber 1945 to 
Septem

ber 1948-, Report of G
O

VERN
M

EN
T SEC

TIO
N

 Suprem
e C

om
m

ander for the Allied Pow
-

ers

）」
を
公
表
す
る
。

そ
の
報
告
書
に
は
、
日
本
国
憲
法
の
成
立
事
情
が
記
さ
れ
て
お
り
、
一
九
四
六
年
二
月
に
政
府
の
憲
法
問
題

調
査
委
員
会
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
提
出
し
た
試
案
（「
憲
法
改
正
要
綱
」）
が
破
棄
さ
れ
て
、
同
年
三
月
に
「
憲
法
改
正
草

案
要
綱
」
が
発
表
さ
れ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
経
緯
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
毎
日
新
聞
」
が
同
年
二
月
一
日
に
ス
ク
ー
プ
し
た
日
本
側
の
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
試
案
の
内
容
を
知
っ
た
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Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
そ
れ
が
形
ば
か
り
の
改
正
案
だ
と
し
て
拒
否
し
、
そ
の
上
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
自
ら
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
指

示
に
よ
る
重
要
な
三
点
（
い
わ
ゆ
る
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
三
原
則
」）
に
基
づ
い
て
憲
法
の
草
案
を
作
成
し
（
Ｇ

Ｈ
Ｑ
草
案
）、
日
本
政
府
に
新
憲
法
の
勧
告
案
と
し
て
提
示
し
た
。
そ
の
勧
告
案
を
和
訳
し
た
も
の
が
「
憲
法
改

正
草
案
要
綱
」
だ
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
驚
く
べ
き
真
相
を
記
し
た
「
日
本
政
治
の
再
編
成
」
の
概
要
は
、
翌
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）

年
一
一
月
一
一
日
の
「
ニ
ッ
ポ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
」
に
村
田
聖
明
記
者
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
国
内
で
も
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
（
西
修
『
日
本
国
憲
法
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
』
二
一
六
～
二
一
七
頁
）。

こ
こ
で
い
う
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
三
原
則
」（「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
」）
に
つ
い
て
は
本
文
で
詳
し
く
説

明
す
る
が
、
そ
の
第
二
項
目
に
憲
法
第
九
条
の
元
と
な
っ
た
日
本
の
戦
争
の
放
棄
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
年
（
一
九
五
〇
年
）
の
秋
、
日
本
政
府
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
を
受
け
入
れ
た
当
時
の
総
理
大
臣
で

あ
り
、
そ
の
後
に
新
憲
法
の
下
で
衆
議
院
議
長
に
選
出
さ
れ
て
い
た
幣
原
喜
重
郎
の
口
述
に
よ
る
回
顧
録
が
「
読

売
新
聞
」
の
朝
刊
に
連
載
さ
れ
た
。

そ
の
回
顧
録
で
幣
原
は
、
憲
法
九
条
と
な
っ
た
戦
争
の
放
棄
と
軍
備
の
全
廃
は
、
日
本
人
の
意
思
に
反
し
て

Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
強
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
幣
原
自
身
の
信
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
明
快
に
述
べ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
幣
原
は
、
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
急
逝
し
て
し
ま
う
（
一
九
五
一
年
三
月
逝
去
）。
彼
の
「
読

売
新
聞
」
上
の
回
顧
録
が
『
外
交
五
十
年
』
と
い
う
書
籍
と
し
て
出
版
さ
れ
る
一
か
月
前
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
、
幣
原
が
逝
去
し
た
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
の
九
月
八
日
、
日
本
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講

和
会
議
で
連
合
国
四
五
カ
国
と
平
和
条
約
を
締
結
し
て
国
際
法
上
締
結
国
と
続
い
て
い
た
戦
争
状
態
を
終
結
し
、

主
権
を
承
認
さ
れ
て
独
立
を
回
復
す
る
。

独
立
回
復
以
降
は
、
日
本
国
内
で
も
新
憲
法
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
憲
法
を
再
検
討
し
よ
う

と
す
る
動
き
が
起
こ
っ
た
。

一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
に
は
、
前
述
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
が
印
刷
さ
れ
て
自
由
党
や
改
進
党
の
憲
法
調
査
会

で
配
布
さ
れ
た
。

ま
た
、
当
時
の
日
本
側
の
憲
法
草
案
策
定
の
責
任
者
だ
っ
た
松
本
烝
治
が
首
相
官
邸
で
日
本
国
憲
法
成
立
の

真
相
を
講
演
、
そ
の
速
記
録
も
発
表
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、
日
本
国
憲
法
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
を
元
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
憲
法
の
成
立
過
程
の
概
要

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
問
題
は
憲
法
九
条
で
あ
る
。

戦
争
の
放
棄
は
、「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
」
の
第
二
項
目
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
を
み
れ

ば
、
憲
法
九
条
の
発
案
者
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
な
る
。

し
か
し
、
既
述
の
と
お
り
、
幣
原
喜
重
郎
は
自
著
『
外
交
五
十
年
』
で
、
戦
争
の
放
棄
と
軍
備
の
全
廃
は
自
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分
の
信
念
に
よ
る
も
の
だ
と
明
言
し
て
い
る
。

い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
？

一
九
五
一
年
、
日
本
の
独
立
が
回
復
し
た
当
初
は
、
同
年
に
幣
原
の
『
外
交
五
十
年
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と

も
あ
り
、
憲
法
九
条
の
発
案
者
は
幣
原
で
あ
る
と
い
う
幣
原
説
が
多
く
唱
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
日
本

国
憲
法
の
成
立
過
程
の
詳
細
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
九
条
の
発
案
者
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
で
あ
る
と

い
う
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
説
の
立
場
に
立
つ
人
が
多
く
な
っ
て
い
く
。

そ
し
て
現
在
は
、
多
く
の
論
者
が
、
憲
法
九
条
の
発
案
者
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
た
と
え

ば
、
松
尾
尊
兊
『
集
英
社
版　

日
本
の
歴
史
㉑　

国
際
国
家
へ
の
出
発
』
四
九
頁
）。

し
か
し
、
は
た
し
て
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

憲
法
九
条
の
発
案
者
が
誰
か
と
い
う
議
論
は
、
主
と
し
て
憲
法
の
研
究
者
に
よ
る
、
憲
法
史
的
な
知
見
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
観
点
だ
け
で
は
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
日
本
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
た
一
九
四
六
年
は
連
合
国
軍
に
よ
る
占
領
期
で
あ
る
。
日
本
政
府
の

代
表
で
あ
る
幣
原
喜
重
郎
内
閣
総
理
大
臣
は
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
相
手
に
、
日
本
国
と

昭
和
天
皇
の
た
め
に
命
懸
け
で
外
交
交
渉
を
行
っ
た
占
領
期
に
最
も
活
躍
し
た
外
交
官
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。
し
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xi

た
が
っ
て
、
外
交
や
外
交
史
、
国
内
外
の
政
治
史
上
の
知
見
に
よ
る
分
析
も
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
書
で
は
、
憲
法
史
に
加
え
て
、
幣
原
喜
重
郎
の
外
交
思
想
や
外
交
ス
タ
イ
ル
の
分
析
、
さ
ら
に
は

政
治
史
や
国
際
政
治
理
論
の
知
見
も
含
め
て
、
憲
法
九
条
の
発
案
者
の
謎
に
迫
り
た
い
。

昨
年
（
二
〇
一
七
年
）
の
憲
法
記
念
日
に
、
安
倍
晋
三
首
相
が
自
由
民
主
党
総
裁
と
し
て
、
憲
法
改
正
を
求

め
る
集
会
に
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
て
、「
二
〇
二
〇
年
を
（
憲
法
九
条
の
改
正
も
含
め
た
）
新
し
い
憲
法

が
施
行
さ
れ
る
年
に
し
た
い
」
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
一
〇
月
二
二
日
の
衆
議
院
選
挙
で
は
、
憲
法
九
条
の
改
正

が
初
め
て
本
格
争
点
と
な
り
、
自
公
与
党
が
改
め
て
衆
参
両
院
の
三
分
の
二
を
上
回
っ
た
。
そ
し
て
、
衆
院
選
の

当
選
者
の
実
に
八
二
％
が
改
憲
に
賛
成
姿
勢
を
示
し
た
と
い
う
分
析
結
果
も
発
表
さ
れ
た
（「
朝
日
新
聞
」
二
〇

一
七
年
十
月
二
三
日
）。

そ
の
よ
う
な
政
治
情
勢
を
受
け
た
今
年
（
二
〇
一
八
年
）
一
月
四
日
、
安
倍
首
相
は
新
年
の
記
者
会
見
で

「
今
年
こ
そ
新
し
い
時
代
へ
の
希
望
を
生
み
出
す
よ
う
な
憲
法
の
あ
る
べ
き
姿
を
国
民
に
し
っ
か
り
と
提
示
す
る
」

と
述
べ
た
。
同
記
者
会
見
を
解
説
す
る
新
聞
に
よ
れ
ば
、
首
相
官
邸
は
今
年
後
半
の
憲
法
改
正
発
議
を
め
ざ
す
と

い
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
来
年
四
月
三
〇
日
の
今
上
天
皇
の
御
退
位
と
翌
日
の
新
天
皇
の
御
即
位
の
前
、
す
な
わ
ち

来
年
冒
頭
ま
で
に
憲
法
改
正
の
国
民
投
票
が
で
き
る
と
の
考
え
方
で
あ
る
。

そ
し
て
本
日
、
今
年
の
憲
法
記
念
日
に
開
か
れ
た
改
憲
派
集
会
に
寄
せ
た
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
、
安
倍
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首
相
は
「
い
よ
い
よ
私
た
ち
が
憲
法
改
正
に
取
り
組
む
と
き
が
来
た
」
と
表
明
し
た
。

衆
議
院
議
員
の
八
割
以
上
が
改
憲
に
賛
意
を
示
し
、
憲
法
九
条
を
中
心
と
す
る
憲
法
改
正
の
国
民
投
票
が
早

け
れ
ば
来
年
に
も
見
込
ま
れ
る
現
在
、
九
条
を
改
正
す
べ
き
と
主
張
す
る
人
も
、
改
正
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
す

る
人
も
、
憲
法
九
条
と
は
日
本
人
と
日
本
国
に
と
っ
て
一
体
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
理
解
の
た
め
に
は
、
憲
法
九
条
が
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
図
に
よ
っ
て
発
案
さ
れ
た
の
か

を
知
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
を
知
る
こ
と
が
憲
法
九
条
と
は
何
な
の
か
の
理
解
に
つ
な
が
り
、
そ
の
よ
う
な
知
的
作
業
を
通
し
て
、

本
当
に
そ
れ
は
改
正
す
べ
き
も
の
な
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
の
判
断
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

本
書
が
皆
様
の
そ
の
知
的
作
業
に
対
し
て
た
と
え
わ
ず
か
で
も
貢
献
で
き
れ
ば
、
筆
者
と
し
て
こ
れ
以
上
嬉

し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

二
〇
一
八
年
五
月
三
日

著
者
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本
論
の
前
に
、
憲
法
九
条
の
発
案
者
に
関
し
て
従
来
か
ら
主
張
さ
れ
て
き
た
三
つ
の
説
の
主
な
根
拠
を
紹
介

し
た
い
。
三
つ
の
説
と
は
、
九
条
の
発
案
者
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
だ
と
す
る
説
、
幣
原
だ
と
す
る
説
、
そ
し
て
、
両

者
が
意
気
投
合
し
て
で
き
た
と
い
う
説
で
あ
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
説
の
根
拠

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
説
の
第
一
に
し
て
最
大
の
根
拠
は
、
一
九
四
六
年
二
月
三
日
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民

政
局
に
日
本
国
憲
法
の
草
案
を
作
成
す
る
よ
う
指
示
し
た
際
に
示
し
た
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
三
原
則
」
の
中
に
憲

法
九
条
に
直
接
つ
な
が
る
戦
争
の
放
棄
と
戦
力
不
保
持
、
交
戦
権
の
否
認
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
説
に
関
し
て
は
、
第
一
章
で
詳
細
に
論
じ
た
い
。

第
二
の
根
拠
は
、
憲
法
九
条
に
関
し
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
幣
原
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
と
す
る
会
話
の
内
容
を

記
録
し
た
日
記
類
で
あ
る
。

そ
の
日
記
類
は
二
つ
あ
る
。

ま
ず
は
、
幣
原
内
閣
に
お
い
て
厚
生
大
臣
だ
っ
た
芦
田
均
の
日
記
で
あ
る
。

憲
法
問
題
調
査
委
員
会
の
委
員
長
で
あ
っ
た
松
本
烝
治
国
務
大
臣
や
吉
田
茂
外
務
大
臣
ら
日
本
政
府
の
代
表

に
対
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
、
自
ら
起
草
し
た
憲
法
草
案
を
手
交
し
た
の
は
一
九
四
六
年
二
月
一
三
日
で
あ
っ
た
。
そ
し
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て
、
そ
の
こ
と
が
松
本
大
臣
に
よ
っ
て
閣
議
で
は
じ
め
て
報
告
さ
れ
た
の
は
、
六
日
後
の
二
月
一
九
日
だ
っ
た
。

そ
の
閣
議
の
結
論
と
し
て
、
首
相
の
幣
原
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
の
主
旨
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
、
二
日
後
の
二
月
二
一
日
に
幣
原
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
会
談
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
会
談
の
内
容
は
、
翌
二
二

日
の
朝
の
定
例
閣
議
で
幣
原
が
報
告
す
る
。

芦
田
均
の
そ
の
二
二
日
付
の
日
記
に
は
、
同
閣
議
で
幣
原
が
報
告
し
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
の
会
談
の
内
容
が

書
き
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
人
の
会
談
で
は
主
に
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
幣
原
に
、「
日
本
の
為
に
図
る
に
寧
ろ
第
二
章
︹
戦
争
放
棄
条
項
︺
の
如
く
国
策
遂
行
の
為

に
す
る
戦
争
を
放
棄
す
る
と
声
明
し
て
日
本
が
モ
ラ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
握
る
べ
き
だ
と
思
う
」
と
述
べ
た

と
こ
ろ
、
幣
原
は
こ
の
時
語
を
は
さ
ん
で
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
言
は
れ
る
が
、
恐
ら
く
誰
も
フ
ォ
ロ
ワ
ー
と
な

ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、「
フ
ォ
ロ
ワ
ー
が
無
く
て
も
日
本
は
失
う
処
は
な
い
。
之
を

支
持
し
な
い
の
は
、
し
な
い
者
が
悪
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
、
と
（『
芦
田
均
日
記
』
第
一
巻　

七
九
頁
）。

こ
の
よ
う
に
芦
田
日
記
に
は
、
戦
争
放
棄
を
主
張
す
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
対
し
て
幣
原
が
反
論
し
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
憲
法
九
条
の
発
案
者
が
幣
原
の
は
ず
が
な
い
と
さ
れ
、
同
日
記
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
発

案
説
の
重
要
な
論
拠
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
古
関
彰
一
『
憲
法
九
条
は
な
ぜ
制
定
さ
れ
た
か
』
一
五
～
六
頁
、
西
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修
『
日
本
国
憲
法
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
』
二
〇
八
頁
、
等
）。

も
う
一
つ
の
日
記
は
、
当
時
、
連
合
国
対
日
理
事
会
（
Ａ
Ｃ
Ｊ
）
の
英
連
邦
代
表
と
し
て
東
京
に
滞
在
し
て

い
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
の
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ボ
ー
ル
の
日
記
で
あ
る
。

マ
ク
マ
ホ
ン
・
ボ
ー
ル
の
日
記
の
一
九
四
六
年
六
月
二
五
日
の
項
の
最
後
に
、
ボ
ー
ル
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
エ
ヴ
ァ
ッ
ト
外
相
宛
に
送
信
し
た
電
報
の
内
容
の
記
載
が
あ
り
、
そ
の
中
に
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
幣
原
と
の
会

話
の
内
容
に
つ
い
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
か
ら
ボ
ー
ル
が
直
接
聞
い
た
話
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
幣
原
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
憲
法
の
戦
争
放
棄
の
主
旨
に
つ
い
て
「
ど
の
よ
う
な
軍
隊
な
ら

保
持
で
き
る
の
で
す
か
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
「
い
か
な
る
軍
隊
も
保
持
で
き
な
い
」
と
語

り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
幣
原
は
「
戦
争
放
棄
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」
と
確
認
し
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
幣
原
に
対

し
て
「
そ
う
で
す
。
あ
な
た
が
た
が
戦
争
を
放
棄
す
る
と
公
言
す
れ
ば
、
そ
の
ほ
う
が
あ
な
た
た
ち
に
と
っ
て
好

都
合
だ
と
思
い
ま
す
よ
」
と
答
え
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
ア
ラ
ン
・
リ
ッ
ク
ス
編
『
日
本
占
領
の
日
々
─
マ

ク
マ
ホ
ン
・
ボ
ー
ル
日
記
─
』
六
六
頁
）。

こ
の
ボ
ー
ル
の
日
記
の
日
本
語
翻
訳
本
は
一
九
九
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
た
め
に
、
憲
法
九
条
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

発
案
説
に
対
す
る
近
年
の
有
力
な
根
拠
と
な
る
（
松
尾
前
掲
書　

四
九
頁
）。

第
三
の
根
拠
は
、
戦
争
の
放
棄
を
謳
っ
た
憲
法
九
条
が
一
九
三
五
年
に
制
定
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
憲

法
の
記
述
に
類
似
し
て
お
り
、
そ
れ
が
成
立
し
た
当
時
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
軍
事
顧
問
と
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
赴
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任
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
憲
法
九
条
の
発
想
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
憲
法
に
関
す
る
知
見
を
起
点
と

す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
古
関
『
日
本
国
憲
法
の
誕
生
』
一
三
二
頁
、
等
）。

右
の
三
つ
の
根
拠
に
対
し
て
は
、
今
ま
で
こ
れ
を
覆
す
議
論
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
そ
の
た
め
に
、
多
く
の
人

が
こ
れ
ら
を
拠
り
所
と
し
て
憲
法
九
条
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
発
案
説
を
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

幣
原
説
の
根
拠

一
方
、
幣
原
説
の
根
拠
は
主
に
三
つ
あ
る
。

ま
ず
は
、「
は
じ
め
に
」
で
紹
介
し
た
彼
の
口
述
回
想
録
で
あ
る
『
外
交
五
十
年
』
の
記
述
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
幣
原
は
明
白
に
、「
戦
争
を
放
棄
し
、
軍
備
を
全
廃
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
民
主
主
義
に
徹
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
」
彼
自
身
の
「
信
念
か
ら
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
（
幣
原
『
外
交
五
十
年
』
二
一

九
頁
、
中
公
文
庫
）。

第
二
の
根
拠
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
自
身
が
後
年
、
憲
法
九
条
は
幣
原
の
発
案
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
主
な
文
書
が
二
つ
残
っ
て
い
る
。

一
つ
は
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
へ
帰
国
し
た
直
後
の
一
九
五
一
年
五
月
五
日
に
、
ア
メ
リ
カ
上
院
の
軍
事
・
外
交
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合
同
委
員
会
で
証
言
し
た
証
言
録
で
あ
る
（『
極
東
の
軍
事
情
勢　

軍
事
委
員
会
と
外
交
委
員
会
の
事
前
公
聴

会　

米
国
上
院
、
第
八
二
議
会
第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
（M

ILITARY SITU
ATIO

N
 IN

 TH
E FAR EAST, H

ear-
ings Before The C

om
m

ittee O
n Arm

ed Services And The C
om

m
ittee O

n Foreign Relations, U
nited 

States Senate. Eighty-Second C
ongress First Session

）』）。

も
う
一
つ
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
晩
年
に
執
筆
に
取
り
組
ん
で
、
逝
去
し
た
一
九
六
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
回

顧
録
で
あ
る
（
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
／
津
島
一
夫
訳
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
戦
回
顧
録
』）。

第
三
の
根
拠
は
、
幣
原
が
、
彼
の
友
人
の
枢
密
顧
問
官
・
大
平
駒
槌
に
語
っ
た
一
九
四
六
年
一
月
二
四
日
の

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
の
会
談
の
内
容
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
話
は
、
大
平
が
娘
の
羽
室
ミ
チ
子
に
語

り
、
羽
室
は
そ
れ
を
メ
モ
に
残
し
、「
羽
室
メ
モ
」
と
し
て
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
羽
室
メ
モ
」
は
原
本
が
公
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
内
容
も
、「（
幣
原
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

に
）
世
界
中
が
戦
力
を
も
た
な
い
と
い
う
理
想
論
を
始
め
戦
争
を
世
界
中
が
し
な
く
な
る
様
に
な
る
に
は
戦
争
を

放
棄
す
る
と
い
う
事
以
外
に
な
い
と
考
え
る
と
話
し
出
し
た
と
こ
ろ
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
急
に
立
ち
上
が
っ
て
両

手
で
手
を
握
り
涙
を
目
に
い
つ
ぱ
い
た
め
て
そ
の
通
り
だ
と
言
い
出
し
た
の
で
幣
原
は
一
寸
び
つ
く
り
し
た
」
と

い
う
部
分
が
主
に
伝
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
古
関
『
憲
法
九
条
は
な
ぜ
制
定
さ
れ
た
か
』
六
～
七
頁
）。
そ

の
た
め
に
、
そ
の
内
容
は
、
幣
原
が
自
分
の
理
想
を
語
っ
た
も
の
な
の
か
、
新
憲
法
に
入
れ
る
べ
き
条
文
を
述
べ

た
の
か
不
明
瞭
で
あ
る
。
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幣
原
説
に
対
す
る
反
論

こ
の
幣
原
発
案
説
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
厳
し
い
反
論
が
あ
る
。
そ
の
最
た
る
批
判
者
が
誰
あ
ろ
う
、
幣
原

本
人
の
長
子
で
あ
る
故
幣
原
道
太
郎
氏
で
あ
る
。

道
太
郎
氏
に
よ
る
憲
法
九
条
幣
原
発
案
説
批
判
の
要
旨
を
端
的
に
述
べ
れ
ば
、
幣
原
説
の
第
一
の
根
拠
の

『
外
交
五
十
年
』
は
、
占
領
下
に
お
け
る
著
作
物
で
あ
る
か
ら
、
幣
原
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
配
慮
し
て
心
に
も
な
い
こ
と

を
述
べ
た
だ
け
だ
と
す
る
。
そ
の
証
拠
に
、
幣
原
の
友
人
の
故
柴
垣
隆
氏
の
随
筆
集
『
大
凡
荘
夜
話
』
に
は
、
柴

垣
氏
に
幣
原
が
『
外
交
五
十
年
』
の
原
稿
を
指
し
な
が
ら
、
自
分
は
こ
の
原
稿
で
「
日
本
国
民
の
恭
順
を
米
国
に

示
し
、
米
国
民
の
心
を
や
は
ら
げ
る
た
め
に
心
に
も
な
い
こ
と
を
書
い
た
」
と
語
っ
た
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
を

示
す
。
第
二
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
証
言
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
「
死
人
に
口
な
し
」
を
利
用
し
た
も
の
、
つ
ま

り
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
朝
鮮
戦
争
を
契
機
に
日
本
に
再
軍
備
を
命
じ
た
の
で
、
憲
法
九
条
の
発
案
者
が
自
分
だ
と

都
合
が
悪
い
か
ら
、
そ
れ
を
既
に
亡
く
な
っ
た
幣
原
に
押
し
付
け
た
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三

の
「
羽
室
メ
モ
」
は
、
幣
原
は
憲
法
の
話
で
は
な
く
て
単
に
自
分
の
理
想
を
語
っ
た
だ
け
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る

（
以
上
、
幣
原
道
太
郎
「
憲
法
第
九
条
を
強
要
さ
れ
た
父
・
幣
原
喜
重
郎
の
悲
劇
─
「
羽
室
メ
モ
」
を
め
ぐ
る

謎
」『
週
刊
文
春
』
四
七
～
五
四
頁
、
昭
和
五
六
年
三
月
二
六
日
号
）。
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道
太
郎
氏
の
反
論
は
そ
れ
な
り
に
筋
が
通
っ
て
い
る
。
特
に
第
三
の
「
羽
室
メ
モ
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
主

に
公
表
さ
れ
て
い
る
部
分
を
見
れ
ば
、
道
太
郎
氏
の
主
張
の
方
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
幣
原
内
閣
の
閣
僚
を
務
め
た
人
た
ち
の
中
に
幣
原
が
発
案
し
た
は
ず
が
な
い
と
い
う
証
言
が
あ
る
。

幣
原
は
当
時
、
軍
備
を
認
め
た
「
憲
法
改
正
要
綱
」（
松
本
案
）
を
承
認
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
の
が
理
由
で
あ

る
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
芦
田
日
記
の
一
九
四
六
年
二
月
一
九
日
の
閣
議
の
記
録
に
も
「
三
土
︹
忠
造
︺
内
相
、

岩
田
︹
宙
造
︺
法
相
は
、
総
理
の
意
見
と
同
じ
く
『
吾
々
は
之
︹
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
︺
を
承
諾
で
き
ぬ
』
と
言
」っ
た
、

と
あ
る
（
前
掲
『
芦
田
均
日
記
』
①
七
七
頁
）。
こ
の
記
述
か
ら
幣
原
総
理
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
を
承
諾
で
き
な
い
と

す
る
立
場
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
か
ら
、
憲
法
九
条
の
発
案
者
が
幣
原
の
は
ず
が
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
（
古
関

『
憲
法
九
条
は
な
ぜ
制
定
さ
れ
た
か
』
一
四
頁
、
他
）

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
幣
原
の
意
気
投
合
説

一
方
、
二
人
の
意
気
投
合
説
と
い
う
折
衷
説
の
よ
う
な
説
も
あ
る
。

幣
原
は
前
々
か
ら
非
戦
、
非
武
装
の
考
え
方
を
持
っ
て
お
り
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
話
し
て
い
る
う
ち
に
彼
の

理
想
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
感
動
さ
せ
て
、
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
に
戦
争
放
棄
が
規
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
気
投
合
説
は
、
幣
原
首
相
の
秘
書
官
だ
っ
た
岸
倉
松
や
当
時
外
相




